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○
内
閣
府
令
第

号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月

日

内
閣
総
理
大
臣

菅

 

人

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

（

）

「

財
務

上
の

特
約

そ
の

他
の

条
項

財
務

上
の

第
二
号
様
式
中

を

取
得

格
付

」

「

保
証

の
内

容

（

）

に
、
特

約
そ

の
他

の
条

項

取
得

格
付

」
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「
を

に

保
証

の
内

容

」

」

又
は

売
出

し
に

つ
い

て
当

該
株

券
が

金
融

商
品

取
引

業
等

に

改
め
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｄ
中
「

」
を
「

に
つ

い
て

（11）

、

関
す

る
内

閣
府

令
平

成
年

内
閣

府
令

第
号

以
下

金
商

業
等

府
令

と
い

う
第

条
第

１
項

第
４

号
ニ

に
掲

（
1
9

5
2

「

」

）

1
53

。
。

」
に
、
「

」
を
「

」

げ
る

株
券

等
に

該
当

す
る

こ
と

に
よ

り
金

融
商

品
取

引
法

第
条

の
４

第
５

項
法

第
条

の
４

第
３

項
1
3

3
1

金
融

商
品

取
引

法
第

条
の

に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

親
法

人
等

を
い

う
以

下
こ

の
様

式
に

お
い

て
同

じ
3
1

。

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え

４
第

６
項

同
条

第
４

項
子

法
人

等
を

い
う

以
下

こ
の

様
式

に
お

い
て

同
じ

。

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

内
閣

府
令

平
成

年
内

閣
府

令
第

号
金

商
業

等
府

令
主

、
「

（
1
9

52

）
」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を

幹
事

会
社

を
い

う
以

下
こ

の
様

式
に

お
い

て
同

じ
並

び
に

当
該

株
券

の
引

受
け

に
係

る
。

当
該

株
券

の
引

受
け

に
係

る
金

商
業

等
府

令
第

条
第

１
項
第

４
号

ニ
に

規
定

す
る

発
行

価
格

の
決

定
に

当

「

1
53

」
に
、
「

、

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｌ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
り

当
該

発
行

価
格

の
決

定
に

当
た

り

(13)

ｌ
当

該
発

行
に

係
る

社
債

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に
よ

り
信

用
格

付
業

者
法

第
２

条
第

項
に

規
定

す

（

3
6

、
、
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）

（

3
4

る
信

用
格

付
業

者
を

い
う

以
下

同
じ

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
同

条
第

。
。

、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ

）

。
。

、

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

れ
ら

の
信

用
、

。
、

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
発

行
に

係
る

社
債

の
申

込
期

間
中

に
金

商
業

等
府

令
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該

（

）

3
13

、

発
行

に
係

る
社

債
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

発
行

に
係

る
社

債
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

、
、

、

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
、

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
、

。
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第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(15)

ｇ
こ

の
届

出
書

に
係

る
社

債
券

の
募

集
に

つ
い

て
当

該
社

債
券

が
金

商
業

等
府

令
第

条
第

１
項

第
４

号
ニ

に
掲

1
5
3

、

げ
る

株
券

等
に

該
当

す
る

こ
と

に
よ

り
提

出
会

社
の

親
法

人
等

又
は

子
法

人
等

を
主

幹
事

会
社

と
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

旨
提

出
会

社
と

主
幹

事
会

社
と

の
関

係
の

具
体

的
な

内
容

当
該

社
債

券
の

引
受

け
に

係
る

同
号

ニ
に

規
、

、
、

定
す

る
発

行
価

格
の

決
定

に
適

切
に

関
与

し
た

金
融

商
品

取
引

業
者

の
商

号
又

は
名

称
当

該
金

融
商

品
取

引
業

者
、

が
当

該
発

行
価

格
の

決
定

に
当

た
り

提
出

会
社

か
ら

影
響

を
受

け
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

に
と

っ
た

具
体

的
な

措
置

の
内

容
及

び
当

該
発

行
価

格
の

決
定

方
法

の
具

体
的

な
内

容
を

注
記

す
る

こ
と

。

第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｇ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(16)

ｇ
当

該
発

行
に

係
る

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

又
は

短
期

社
債

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格

ー

ー

ー

、
、

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

、
、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次
に

掲
げ

る
事

項
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

、
。

、

れ
ら

の
信

用
格

付
が

複
数

存
在

す
る

場
合

に
は

す
べ

て
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、
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め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
金

商
業

等
府

令
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定
に

よ
り

当
該

発
行

に
係

る
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
又

（

）

3
1
3

ー

ー

ー

は
短

期
社

債
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

当
該

信
用

格
付

業
者

が
当

該
情

報
を

公
表

す
る

日
か

ら
当

該
発

行
に

係
る

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

又

ー

ー

ー

、は
短

期
社

債
の

振
出

日
ま

で
の

期
間

中
に

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

発
行

に
係

る
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
又

は
短

期
社

債
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

ー

ー

ー

、
、

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

、
、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
欄

外
に

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
及
び

ａ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

記
載

す
る

こ
と

(17)

(18)

、

の
次
に
「

（1
3

）

」
を
加
え
、
同
記
載
上

ま
た

信
用

格
付

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

の
ｌ

に
準

じ
て

記
載

す
る

こ
と

。
、

、

の
注
意

ｇ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(22)

ｇ
売

出
社

債
又

は
売

出
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら

ー

ー

ー

、
、
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提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

、
、

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事
項

を
欄

外
に

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
れ

ら
の

信
用

、
。

、

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）
、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
売

出
社

債
又

は
売

出
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
の

申
込

期
間

中
に

金
商

業
等

府
令

第
条

第
３

（

）

ー

ー

ー

31
3

、

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

売
出

社
債

又
は

売
出

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

に
関

し
て

信
用

格
付

業
者

ー

ー

ー

が
公

表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に
関

す
る

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

方
法

当
該

売
出

社
債

又
は

売
出

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

ー

ー

ー

、
、

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
、

、

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
、

。

「

（

）

「

財
務

上
の

特
約

そ
の

他
の

条
項



- 7 -

財
務

上

第
二
号
の
二
様
式
中

を

取
得

格
付

」

「

保
証

の
内

容
（

）

に
、

の
特

約
そ

の
他

の
条

項

取
得

格
付

」

「
を

に

保
証

の
内

容

」

」

改
め
る
。

「

（

）

「

財
務

上
の

特
約

そ
の

他
の

条
項

財
務

上

第
二
号
の
三
様
式
中

を

取
得

格
付

」

「

保
証

の
内

容

（

）

に
、

の
特

約
そ

の
他

の
条

項

取
得

格
付

」

「
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を

に

保
証

の
内

容

」

」

改
め
る
。

に
つ

い
て

当
該

株
券

が
金

融
商

品
取

引
業

第
二
号
の
四
様
式
記
載
上
の
注
意

ｄ
中
「

」
を
「

又
は

売
出

し
に

つ
い

て

（６）

、

等
に

関
す

る
内

閣
府

令
平

成
年

内
閣

府
令

第
号

第
条

第
１

項
第

４
号

ニ
に

掲
げ

る
株

券
等

に
該

当
す

る
こ

と
に

（

1
9

5
2

）

1
53

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」

よ
り

親
法

人
等

を
い

う
金

融
商

品
取

引
法

第
条

の
４

第
５

項
法

第
条

の
４

第
３

項
1
3

3
1

の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を
「

」

以
下

こ
の

様
式

に
お

い
て

同
じ

金
融

商
品

取
引

法
第

条
の

４
第

６
項

同
条

第
４

項
3
1

。

子
法

人
等

を
い

う
以

下
こ

の
様

式
に

お
い

て
同

じ
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

。

る
内

閣
府

令
平

成
年

内
閣

府
令

第
号

同
令

主
幹

事
会

社
を

い
う

以
下

こ
の

（

1
9

5
2

）
」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「。

」
を
加
え
、
「

」
を
「

15
様

式
に

お
い

て
同

じ
並

び
に

当
該

株
券

の
引

受
け

に
係

る
当

該
株

券
の

引
受

け
に

係
る

同
令

第
、

3

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

条
第

１
項

第
４

号
ニ

に
規

定
す

る
発

行
価

格
の

決
定

に
当

た
り

当
該

発
行

価
格

の
決

定
に

当
た

り

め
る
。

「

（

）

「

財
務

上
の

特
約

そ
の

他
の

条
項

財
務

上

第
二
号
の
五
様
式
中

を
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取
得

格
付

」

「

保
証

の
内

容
（

）

に
、

の
特

約
そ

の
他

の
条

項

取
得

格
付

」

「
を

に

保
証

の
内

容

」

」

に
つ

い
て

当
該

株
券

が
金

融
商

品
取

引
業

等
に

改
め
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｄ
中
「

」
を
「

又
は

売
出

し
に

つ
い

て

(11)

、

関
す

る
内

閣
府

令
平

成
年

内
閣

府
令

第
号

以
下

金
商

業
等

府
令

と
い

う
第

条
第

１
項

第
４

号
ニ

に
掲

（

1
9

5
2

「

」

）

1
5
3

。
。

」
に
、
「

」
を
「

」

げ
る

株
券

等
に

該
当

す
る

こ
と

に
よ

り
金

融
商

品
取

引
法

第
条

の
４

第
５

項
法

第
条

の
４

第
３

項
1
3

3
1

金
融

商
品

取
引

法
第

条
の

に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

親
法

人
等

を
い

う
以

下
こ

の
様

式
に

お
い

て
同

じ
3
1

。

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え

４
第

６
項

同
条

第
４

項
子

法
人

等
を

い
う

以
下

こ
の

様
式

に
お

い
て

同
じ

。

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

内
閣

府
令

平
成

年
内

閣
府
令

第
号

金
商

業
等

府
令

主

、
「

（

19
5
2

）
」
を
「

」
に
改
め
、
「
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」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を

幹
事

会
社

を
い

う
以

下
こ

の
様

式
に

お
い

て
同

じ
並

び
に

当
該

株
券

の
引

受
け

に
係

る
。

当
該

株
券

の
引

受
け

に
係

る
金

商
業

等
府

令
第

条
第

１
項

第
４

号
ニ

に
規

定
す

る
発

行
価

格
の

決
定

に
当

「
15
3

」
に
、
「

、
」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｌ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
り

当
該

発
行

価
格

の
決

定
に

当
た

り

(13)

ｌ
当

該
発

行
に

係
る

社
債

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法
第

２
条

第
項

に
規

定
す

（

3
6

、
、

）

（

3
4

る
信

用
格

付
業

者
を

い
う

以
下

同
じ

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
同

条
第

。
。

、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ

）

。
。

、

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

れ
ら

の
信

用
、

。
、

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
発

行
に

係
る

社
債

の
申

込
期

間
中

に
金

商
業

等
府

令
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該

（

）

3
1
3

、

発
行

に
係

る
社

債
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情
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報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

発
行

に
係

る
社

債
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

、
、

、

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
、

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
二
号
の
五
様
式
記
載
上
の
注
意

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（15）

ｇ
こ

の
届

出
書

に
係

る
社

債
券

の
募

集
に

つ
い

て
当

該
社

債
券

が
金

商
業

等
府

令
第

条
第

１
項

第
４

号
ニ

に
掲

1
5
3

、

げ
る

株
券

等
に

該
当

す
る

こ
と

に
よ

り
提

出
会

社
の

親
法

人
等

又
は

子
法

人
等

を
主

幹
事

会
社

と
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

旨
提

出
会

社
と

主
幹

事
会

社
と

の
関

係
の

具
体

的
な

内
容

当
該

社
債

券
の

引
受

け
に

係
る

同
号

ニ
に

規
、

、
、

定
す

る
発

行
価

格
の

決
定

に
適

切
に

関
与

し
た

金
融

商
品

取
引

業
者

の
商

号
又

は
名

称
当

該
金

融
商

品
取

引
業

者
、

が
当

該
発

行
価

格
の

決
定

に
当

た
り

提
出

会
社

か
ら

影
響

を
受

け
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

に
と

っ
た

具
体

的
な

措
置

の
内

容
及

び
当

該
発

行
価

格
の

決
定

方
法

の
具

体
的

な
内

容
を

注
記

す
る

こ
と

。

第
二
号
の
五
様
式
記
載
上
の
注
意

ｇ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(16)

ｇ
当

該
発

行
に

係
る

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

又
は

短
期

社
債

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格

ー

ー

ー

、
、
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付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

、
、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次
に

掲
げ

る
事

項
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

、
。

、

れ
ら

の
信

用
格

付
が

複
数

存
在

す
る

場
合

に
は

す
べ

て
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）
、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
金

商
業

等
府

令
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
発

行
に

係
る

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

又

（

）

31
3

ー

ー

ー

は
短

期
社

債
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

情
報

を

当
該

信
用

格
付

業
者

が
当

該
情

報
を

公
表

す
る

日
か

ら
当

該
発

行
に

係
る

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

又

ー

ー

ー

、は
短

期
社

債
の

振
出

日
ま

で
の

期
間

中
に

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

発
行

に
係

る
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
又

は
短

期
社

債
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

ー

ー

ー

、
、

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

、
、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ
の

旨
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
、

。
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方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

記
載

す
る

こ

第
二
号
の
五
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
及
び

ａ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

(17)

(18)

、

と
ま

た
信

用
格

付
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
第

二
号

様
式

記
載

上
の

注
意

の
ｌ

に
準

じ
て

記
載

」
の
次
に
「

（1
3

）

。
、

、

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｇ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

す
る

こ
と

(22)

ｇ
売

出
社

債
又

は
売

出
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら

ー

ー

ー

、
、

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

、
、

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事
項

を
欄

外
に

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
れ

ら
の

信
用

、
。

、

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界
に

関
す

る
当

該
信

用
格

付
の

対
象

と
な

る
事

項
の

区
分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
売

出
社

債
又

は
売

出
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
の

申
込

期
間

中
に

金
商

業
等

府
令

第
条

第
３

（

）

ー

ー

ー

3
13

、

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

売
出

社
債

又
は

売
出

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

に
関

し
て

信
用

格
付

業
者

ー

ー

ー

が
公

表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に
関

す
る

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

方
法
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当
該

売
出

社
債

又
は

売
出

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

ー

ー

ー

、
、

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
、

、

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
、

。

「

（

）

「

財
務

上
の

特
約

そ
の

他
の

条
項

財
務

上

第
二
号
の
六
様
式
中

を

取
得

格
付

」

「

保
証

の
内

容

（

）

に
、

の
特

約
そ

の
他

の
条

項

取
得

格
付

」

「
を

に

保
証

の
内

容

」

」

改
め
る
。

「

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所
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準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

第
七
号
様
式
中

を

取
得

格
付

」

に
改
め
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｑ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(15)

」

ｑ
当

該
発

行
に

係
る

社
債

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法
第

２
条

第
項

に
規

定
す

（

3
6

、
、

）

（

3
4

る
信

用
格

付
業

者
を

い
う

以
下

同
じ

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
同

条
第

。
。

、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ

）

。
。

、

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

れ
ら

の
信

用
、

。
、

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
発

行
に

係
る

社
債

の
申

込
期

間
中

に
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る
内

閣
府

令
平

成
年

内
閣

（

）

（

1
9

、

府
令

第
号

以
下

金
商

業
等

府
令

と
い

う
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
発

行
に

5
2

「

」

）

3
13

。
。
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係
る

社
債

に
関

し
て

信
用

格
付

業
者

が
公

表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入

手
す

る
た

め
の

方
法

当
該

発
行

に
係

る
社

債
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

、
、

、

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
、

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
七
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｈ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(17)

ｈ
当

該
発

行
に

係
る

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

又
は

短
期

社
債

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
ー

ー

ー

、
、

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

、
、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
欄

外
に

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
、

。
、

れ
ら

の
信

用
格

付
が

複
数

存
在

す
る

場
合

に
は

す
べ

て
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明
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ｂ
金

商
業

等
府

令
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定
に

よ
り

当
該

発
行

に
係

る
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
又

（

）

3
1
3

ー

ー

ー

は
短

期
社

債
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

当
該

信
用

格
付

業
者

が
当

該
情

報
を

公
表

す
る

日
か

ら
当

該
発

行
に

係
る

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

又

ー

ー

ー

、は
短

期
社

債
の

振
出

日
ま

で
の

期
間

中
に

入
手

す
る
た

め
の

方
法

当
該

発
行

に
係

る
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
又

は
短

期
社

債
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

ー

ー

ー

、
、

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
、

、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
欄

外
に

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
七
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｇ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(18)

ｇ
当

該
発

行
に

係
る

外
国

譲
渡

性
預

金
証

書
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

、
、

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

、
、

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
欄
外

に
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

れ
ら

の
信

用
格

付
が

、
。

、

複
数

存
在

す
る

場
合

に
は

す
べ

て
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、
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め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
発

行
に

係
る

外
国

譲
渡

性
預

金
証

書
の

申
込

期
間

中
に

金
商

業
等

府
令

第
条

第
３

項
第

３
号

の
（

）

3
1
3

、

規
定

に
よ

り
当

該
発

行
に

係
る

外
国

譲
渡

性
預

金
証
書

に
関

し
て

信
用

格
付

業
者

が
公

表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

発
行

に
係

る
外

国
譲

渡
性

預
金

証
書

に
つ

い
て

提
出

会
社

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
、

、

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

、
、

定
の

信
用

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
欄

外
に

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
七
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
及
び

ａ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

記
載

す
る

こ
と

(19)

(20)

、

ま
た

信
用

格
付

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

ｌ
に

準
じ

て
記

載
す

る

の
次
に
「

（1
3

）

。
、

、

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｈ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
と

(23)

ｈ
当

該
売

出
社

債
売

出
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
又

は
売

出
外

国
譲

渡
性

預
金

証
書

に
つ

い
て

提
出

会
社

の

ー

ー

ー

、
、

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

、
、
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提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
欄

外
に

記
載

、
、

す
る

こ
と

な
お

こ
れ

ら
の

信
用

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
、

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界
に

関
す

る
当

該
信

用
格

付
の

対
象

と
な

る
事

項
の

区
分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
売

出
社

債
売

出
コ

マ
シ

ャ
ル

・
ペ

パ
又

は
売

出
外

国
譲

渡
性

預
金

証
書

の
申

込
期

間
中

に

（

）

ー

ー

ー

、

金
商

業
等

府
令

第
条

第
３

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

売
出

社
債

売
出

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

3
13

ー

ー

、
、

又
は

売
出

外
国

譲
渡

性
預

金
証

書
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

ー

事
項

に
関

す
る

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

方
法

当
該

売
出

社
債

売
出

コ
マ

シ
ャ

ル
・

ペ
パ

又
は

売
出

外
国

譲
渡

性
預

金
証

書
に

つ
い

て
提

出
会

社
の

ー

ー

ー

、
、

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

、
、

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
欄

外
に

記
載

す
る

こ
と

、
、

。
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「

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

第
七
号
の
二
様
式
中

を

取
得

格
付

」

に
改
め
る
。

」

「

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

準
拠

法
及

第
七
号
の
三
様
式
第
一
部
第
１
の
３
中

を

取
得

格
付

」

「

振
出

日

発
行

価
額

の
総

額

振
出

地

発
行

限
度

額

発
行

価
格

発
行

限
度

額
残

高
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券
面

総
額

又
は

短
期

社
債

の

支
払

期
日

に
改
め
、
同
様
式
第
一
部
第
１
の
４
中

び
管

轄
裁

判
所

支
払

場
所

」

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ラ
イ

ン
の

設

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ラ
イ

ン
の

設

保
証

者

保
証

者
の

概
要

保
証

の
内

容

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

取
得

格
付

「

振
出

日

振
出

地
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発
行

価
格

券
面

総
額

又
は

短
期

社
債

の
総

額

発
行

価
額

の
総

額

発
行

限
度

額

総
額

発
行

限
度

額
残

高

支
払

期
日

を

支
払

場
所

定
金

融
期

間

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ラ
イ

ン
の

設
定

金
融

機
関

定
内

容

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ラ
イ

ン
の

設
定

内
容

保
証

者

保
証

者
の

概
要

保
証

の
内

容

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所
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」

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

に
改
め
、
同
様
式
第
一
部
第
１
の
５
中

取
得

格
付
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」

「
を

に
改
め
る
。

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

」

」

「

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

第
七
号
の
四
様
式
中

を

取
得

格
付

」

に
改
め
る
。

」

「

保
証

者

保
証

保
証

者
の

概
要

第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
中

保
証

の
内

容
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取
得

格
付

「

保
証

者

保
証

保
証

者
の

概
要

を
保

証
の

内
容

」

に
改
め
る
。

」

「

（

）

「

財
務

上
の

特
約

そ
の

他
の

条
項

財
務

上
の

第
十
二
号
様
式
中

を

取
得

格
付

」

（

）

に
改
め
る
。

特
約

そ
の

他
の

条
項

」
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「

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

第
十
四
号
の
四
様
式
中

を

取
得

格
付

」

に
改
め
る
。

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

」

「

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

第
十
五
号
様
式
中

を

取
得

格
付

」

に
改
め
る
。

」

（
外
国
債

改
正
）

等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部

第
二
条

外
国
債

（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
１
中
「
（1

5

）
【

】
（

）
」
を
削
り
、
同
様
式
第
２
中
「
（15

）
【

】
」
を
削
り

取
得

格
付

９
取

得
格

付

、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意
中

を
削
り
、

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

（１）

、

（９）

（10）
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を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
す
る
。

（９）

（11）

（16）

（10）

（15）

第
二
号
様
式
第
一
部
第
１
中
「
（1

5

）
【

】
（12

）
」
を
「
（1

5

）
【

】
（1

2

）
」
に
改
め
、
同
様
式

取
得

格
付

そ
の

他

取
得

格
付

そ
の

他
方

法

第
一
部
第
２
中
「
（15

）
【

】
」
を
「
（1

5

）
【

】
」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

（１）

取
得

格
付

等
方

法
等

に
記

載
し

信
用

格
付

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

企
業

内
容

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

、
、

、

（1
3

）

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

等
の

開
示

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

ｌ
に

準
じ

て
記

載

（12）

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の

他

（1
2

）

ａ
当

該
発

行
に

係
る

有
価

証
券

に
つ

い
て

発
行

者
の

依
頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法
第

２
条

第
項

に
規

定

（

3
6

、
、

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

同
条

第

）

（

。
。

、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
3
4

）

。
。

、

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
れ

ら
の

信
用

格
付

、
。

、

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、
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め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
発

行
に

係
る

有
価

証
券

の
申

込
期

間
中

に
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る
内

閣
府

令
平

成
年

（

）

（

19
、

内
閣

府
令

第
号

第
条

第
３

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

発
行

に
係

る
有

価
証

券
に

関
し

て
信

用
格

5
2

）

3
1
3

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

方
法

当
該

発
行

に
係

る
有

価
証

券
に

つ
い

て
発

行
者

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

、
、

、

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
、

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

ｂ
以

上
の

ほ
か

当
該

発
行

に
係

る
有

価
証

券
の

募
集

に
つ

い
て

投
資

者
保

護
の

観
点

か
ら

必
要

と
認

め
ら

れ
る

、
、

事
項

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
内

容
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
二
号
の
二
様
式
及
び
第
二
号
の
三
様
式
中
「
（1

5

）
【

】
」
を
削
る
。

取
得

格
付

第
四
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」

」
の
次

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

基
本

事
項

に
記

載

（１）

、

に
「

（

し
信

用
格

付
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
企

業
内

容
等

の
開

示
に

関
す

る
内

閣
府

令
第

二
号

様
式

記
載

上
の

注
意

、
、
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1
3

）

」
を
加
え
る
。

の
ｌ

に
準

じ
て

記
載

第
九
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「
（1

5

）
【

】
」
を
削
る
。

取
得

格
付

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

（
第
三
条

の
一
部
を
次
の
よ
う

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）

に
改
正
す
る
。

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

第
一
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
及
び
第
一
号
の
二
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

」
を
「

（１）

（１）

、

」
に
改
め
る
。

第
一
号
の
三
様
式
中
「
（11

）
【

】
」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

」
を

取
得

格
付

方
法

取
得

格
付

等

（１）

、

「

」
に
改
め
る
。

方
法

等

取
得

格
付

方
法

取
得

格
付

等
方

第
二
号
様
式
中
「
（11

）
【

】
」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

」
を
「

（１）

、

」
に
改
め
る
。

法
等

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

に
記

載
し

信

第
四
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｅ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

（１）

、
、

用
格

付
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
企

業
内

容
等

の
開

示
に

関
す

る
内

閣
府

令
第

二
号

様
式

記
載

上
の

注
意

の
ｌ

に

（1
3

）

、
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」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

準
じ

て
記

載

（４）

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

投
資

信
託

受
益

証
券

に
つ

い
て

届
出

法
人

発
行

者
た

る
内

国
投

資
信

託
受

益
証

券
の

（

、

フ
ァ

ン
ド

の
委

託
会

社
等

投
資

信
託

及
び

投
資

法
人

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
委

託
者

指
図

型

（

投
資

信
託

に
係

る
同

法
に

規
定

す
る

投
資

信
託

委
託

会
社

又
は

同
条

第
２

項
に

規
定

す
る

委
託

者
非

指
図

型
投

資
信

託
に

係
る

同
法

第
条

に
規

定
す

る
信

託
会

社
等

を
い

う
以

下
こ

の
様

式
第

七
号

様
式

及
び

第
十

号
様

式
に

お
4
7

。
、

）

）

（

3
6

い
て

同
じ

を
い

う
以

下
こ

の
様

式
に

お
い

て
同

じ
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
法

第
２

条
第

。
。

。
、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

）

。
。

、

同
条

第
項

に
規

定
す

る
信

用
格

付
を

い
う

以
下

同
じ

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

（

3
4

）

。
。

、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

れ
ら

の
、

。
、

信
用

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明
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ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

投
資

信
託

受
益

証
券

の
申

込
期

間
中

に
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る
内

閣
府

（

）

、

令
平

成
年

内
閣

府
令

第
号

第
条

第
３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

内
国

投
資

信

（

1
9

5
2

）

3
13

託
受

益
証

券
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

情
報

を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

届
出

に
係

る
内

国
投

資
信

託
受

益
証

券
に

つ
い

て
届

出
法

人
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
、

、

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
、

、

予
定

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
四
号
の
二
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（６）

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

投
資

信
託

受
益

証
券

に
つ

い
て

届
出

会
社

発
行

者
た

る
外

国
投

資
信

託
受

益
証

券
の

（

、

フ
ァ

ン
ド

の
管

理
会

社
を

い
う

以
下

こ
の

様
式

に
お

い
て

同
じ

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法
第

２

）

（

。
。

、

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
3
6

）

。
。

、

用
格

付
同

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

（

3
4

）

。
。

、

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
、

。
、
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れ
ら

の
信

用
格

付
が

複
数

存
在

す
る

場
合

に
は

す
べ

て
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

投
資

信
託

受
益

証
券

の
申
込

期
間

中
に

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

内
閣

府

（

）

、

令
平

成
年

内
閣

府
令

第
号

第
条

第
３

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

届
出

に
係

る
外

国
投

資
信

（

1
9

5
2

）

3
1
3

託
受

益
証

券
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

情
報

を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

届
出

に
係

る
外

国
投

資
信

託
受

益
証

券
に

つ
い

て
届

出
会

社
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
、

、

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

、
、

予
定

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る
こ

と
、

。

第
四
号
の
三
様
式
中
「
（1

1

）
【

】
」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｅ
中
「

」
を

取
得

格
付

方
法

取
得

格
付

等

（１）

、

方
法

等
に

記
載

し
信

用
格

付
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
企

業
内

容
等

の
開

示
に

関
す

る

「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

、
、
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（1
3

）

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改

内
閣

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

ｌ
に

準
じ

て
記

載

（４）

め
る
。

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

投
資

証
券

に
つ

い
て

投
資

法
人
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
法

第
２

条
第

項

（

3
6

、
、

）

（

に
規

定
す

る
信

用
格

付
業

者
を

い
う

以
下

同
じ

か
ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

。
。

、

同
条

第
項

に
規

定
す

る
信

用
格

付
を

い
う

以
下

同
じ

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
3
4

）

。
。

、

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

れ
ら

の
信

、
。

、

用
格

付
が

複
数

存
在

す
る

場
合

に
は

す
べ

て
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界
に

関
す

る
当

該
信

用
格

付
の

対
象

と
な

る
事

項
の

区
分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

投
資

証
券

の
申

込
期

間
中

に
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る
内

閣
府

令
平

成

（

）

（

、

年
内

閣
府

令
第

号
以

下
金

商
業

等
府

令
と

い
う

第
条

第
３

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
19

5
2

「

」

）

3
13

。
。

該
届

出
に

係
る

内
国

投
資

証
券

に
関

し
て

信
用

格
付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

事
項
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に
関

す
る

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

方
法

当
該

届
出

に
係

る
内

国
投

資
証

券
に

つ
い

て
投

資
法

人
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

、
、

、

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
、

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

ｆ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（15）

ｆ
当

該
発

行
売

出
に

係
る

短
期

投
資

法
人

債
に

つ
い

て
投

資
法

人
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

（

）
、

、

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

、
、

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

れ
ら

の
信

用
格

付
が

複
、

。
、

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界
に

関
す

る
当

該
信

用
格

付
の

対
象

と
な

る
事

項
の

区
分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
発

行
売

出
に

係
る

短
期

投
資

法
人

債
の

申
込

期
間

中
に

金
商

業
等

府
令

第
条

第
３

項
第

３

（

）

（

）

3
1
3

、
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号
の

規
定

に
よ

り
当

該
発

行
売

出
に

係
る

短
期

投
資

法
人

債
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同

（

）

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を
入

手
す

る
た

め
の

方
法

当
該

発
行

売
出

に
係

る
短

期
投

資
法

人
債

に
つ

い
て

投
資

法
人

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

か
ら

提

（

）

、
、

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

又
は

信
用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
、

、

る
予

定
の

信
用

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
四
号
の
三
の
二
様
式
及
び
第
四
号
の
三
の
三
様
式
中
「
（1

1

）
【

】
」
を
削
る
。

取
得

格
付

第
四
号
の
四
様
式
中
「
（1

1

）
【

】
」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

取
得

格
付

（６）

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

投
資

証
券

に
つ

い
て

外
国

投
資
法

人
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
法

第
２

条
第

（

、
、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
3
6

）

。
。

、

付
同

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

（

3
4

）

。
。

、

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
れ

ら
、

。
、

の
信

用
格

付
が

複
数

存
在

す
る

場
合

に
は

す
べ

て
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、
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め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

投
資

証
券

の
申

込
期

間
中

に
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る
内

閣
府

令
平

成
（

）

（

、

年
内

閣
府

令
第

号
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

外
国

投
資

証
券

に
関

し
1
9

5
2

）

3
1
3

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

方

法

当
該

届
出

に
係

る
外

国
投

資
証

券
に

つ
い

て
外

国
投

資
法

人
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
、

、

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

、
、

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
四
号
の
四
の
二
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「
（1

1
）
【

】
」
を
削
る
。

取
得

格
付

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

に
記

載
し

第
五
号
の
二
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

（１）

、

信
用

格
付

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

企
業

内
容

等
の

開
示

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

（1
3

）

、
、

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｇ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ｌ
に

準
じ

て
記

載

（４）
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ｇ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

資
産

流
動

化
証

券
に

つ
い

て
発
行

者
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
法

第
２

条
第

（

、
、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
3
6

）

。
。

、

付
同

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

（
3
4

）

。
。

、

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

あ
る

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
れ

ら
、

。
、

の
信

用
格

付
が

複
数

存
在

す
る

場
合

に
は

す
べ

て
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

資
産

流
動

化
証

券
の

申
込
期

間
中

に
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る
内

閣
府

令

（

）

、

平
成

年
内

閣
府

令
第

号
以

下
金

商
業

等
府

令
と

い
う

第
条

第
３

項
第

３
号

の
規

定
に

（

1
9

52
「

」

）

31
3

。
。

よ
り

当
該

届
出

に
係

る
内

国
資

産
流

動
化

証
券

に
関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

方
法

当
該

届
出

に
係

る
内

国
資

産
流

動
化

証
券

に
つ

い
て

発
行

者
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
、

、
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若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

、
、

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
五
号
の
二
様
式
記
載
上
の
注
意

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（８）

８
引

受
け

等
の

概
要

（

）

ａ
元

引
受

契
約

売
出

し
の

委
託

契
約

等
の

内
容

等
に

つ
い

て
そ

の
概

要
を

記
載

す
る

こ
と

こ
の

場
合

に
お

い
、

、
。

て
元

引
受

契
約

売
出

し
の

委
託

契
約

を
締

結
す

る
予

定
の

も
の

を
含

め
て

記
載

す
る

こ
と

と
し

こ
れ

ら
の

事
、

、
、

項
の

決
定

時
期

を
注

記
す

る
こ

と
。

ｂ
こ

の
届

出
書

に
係

る
内

国
資

産
流

動
化

証
券

の
募

集
に

つ
い

て
当

該
内

国
資

産
流

動
化

証
券

が
金

商
業

等
府

令
、

第
条

第
１

項
第

４
号

ニ
に

掲
げ

る
株

券
等

に
該

当
す

る
こ

と
に

よ
り

発
行

者
の

親
法

人
等

法
第

条
の

４
第

1
5
3

（

3
1

、

３
項

に
規

定
す

る
親

法
人

等
を

い
う

又
は

子
法

人
等

同
条

第
４

項
に

規
定

す
る

子
法

人
等

を
い

う
を

主

）

（

）

。
。

幹
事

会
社

金
商

業
等

府
令

第
条

第
３

号
に

規
定

す
る
主

幹
事

会
社

を
い

う
以

下
こ

の
様

式
に

お
い

て
同

じ

（

1
4
7

。

と
し

た
場

合
に

は
そ

の
旨

発
行

者
と

主
幹

事
会

社
と

の
関

係
の

具
体

的
な

内
容

当
該

内
国

資
産

流
動

化

）

。
、

、
、

証
券

の
引

受
け

に
係

る
金

商
業

等
府

令
第

条
第

１
項

第
４

号
ニ

に
規

定
す

る
発

行
価

格
の

決
定

に
適

切
に

関
与

し
1
5
3
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た
金

融
商

品
取

引
業

者
の

名
称

当
該

金
融

商
品

取
引

業
者

が
当

該
発

行
価

格
の

決
定

に
当

た
り

発
行

者
か

ら
影

響
、

を
受

け
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

に
と

っ
た

具
体

的
な

措
置

の
内

容
及

び
に

当
該

発
行

価
格

の
決

定
方

法
の

具
体

的
な

内
容

を
注

記
す

る
こ

と
。

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

に
記

載
し

第
五
号
の
四
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

（１）

、

信
用

格
付

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

企
業

内
容

等
の

開
示

に
関
す

る
内

閣
府

令
第

二
号

様
式

記
載

上
の

注
意

の

（1
3

）

、
、

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ｌ
に

準
じ

て
記

載

（４）

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

資
産

信
託

流
動

化
受

益
証

券
に

つ
い

て
発

行
者

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法（

、
、

第
２

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
3
6

）

。
。

、

た
信

用
格

付
同

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ

（

3
4

）

。
。

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
な

お
、

、
。

こ
れ

ら
の

信
用

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界
に

関
す

る
当

該
信

用
格

付
の

対
象

と
な

る
事

項
の

区
分
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に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

資
産

信
託

流
動

化
受

益
証

券
の

申
込

期
間

中
に

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

（

）

、

内
閣

府
令

平
成

年
内

閣
府

令
第

号
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

内
国

（

1
9

5
2

）

3
1
3

資
産

信
託

流
動

化
受

益
証

券
に

関
し

て
信

用
格

付
業
者

が
公

表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

届
出

に
係

る
内

国
資

産
信

託
流

動
化

受
益

証
券

に
つ

い
て

発
行

者
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
、

、

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

、
、

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
五
号
の
五
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

分
か

り
や

す
く

記
載

（１）

、

し
信

用
格

付
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
企

業
内

容
等

の
開

示
に

関
す

る
内

閣
府

令
第

二
号

様
式

記
載

上
の

注

の
次
に
「

、
、

（1
3

）

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

意
の

ｌ
に

準
じ

て
記

載
（６）

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

資
産

信
託

流
動

化
受

益
証

券
に

つ
い

て
発

行
者

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法（

、
、

第
２

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
3
6

）
。

。
、
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た
信

用
格

付
同

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ

（

3
4

）

。
。

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
な

お
、

、
。

こ
れ

ら
の

信
用

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）
、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

資
産

信
託

流
動

化
受

益
証
券

の
申

込
期

間
中

に
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る

（

）

、

内
閣

府
令

平
成

年
内

閣
府

令
第

号
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

外
国

（

1
9

52

）

3
13

資
産

信
託

流
動

化
受

益
証

券
に

関
し

て
信

用
格

付
業
者

が
公

表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

届
出

に
係

る
外

国
資

産
信

託
流

動
化

受
益

証
券

に
つ

い
て

発
行

者
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
、

、

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

、
、

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載
す

る
こ

と
、

。
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「

（

）

「

財
務

上
の

特
約

そ
の

他
の

条
項

財
務

上
の

特
第
六
号
様
式
中

を

取
得

格
付

」

「

保
証

の
内

容

（

）

に
、

約
そ

の
他

の
条

項

取
得

格
付

」

「
を

に
改

保
証

の
内

容

」

」

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

に
記

載
し

信
用

め
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

（１）

、
、

格
付

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

企
業

内
容

等
の

開
示

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

ｌ
に

準

（1
3

）

、

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

じ
て

記
載

（４）

（

36
ｂ

当
該

届
出

に
係

る
内

国
信

託
受

益
証

券
に

つ
い

て
発

行
者

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法
第

２
条

第
、

、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

）

。
。

、



- 43 -

同
条

第
項

に
規

定
す

る
信

用
格

付
を

い
う

以
下

同
じ

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

（

3
4

）

。
。

、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
れ

ら
の

、
。

、

信
用

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）
、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

（

）

（

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

信
託

受
益

証
券

の
申

込
期
間

中
に

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

内
閣

府
令

、

平
成

年
内

閣
府

令
第

号
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

内
国

信
託

受
益

証
1
9

52
）

3
1
3

券
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

届
出

に
係

る
内

国
信

託
受

益
証

券
に

つ
い

て
発

行
者

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

、
、

、

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

の
、

信
用

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
、

。



- 44 -

「

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
第
六
号
の
二
様
式
中

を

取
得

格
付

」

に
改
め
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

」
に

所
方

法
取

得
格

付
等

方
法

等

（１）

、

」

に
記

載
し

信
用

格
付

に
関

す
る

事
項

に
つ
い

て
企

業
内

容
等

の
開

示
に

関
す

る
内

閣
府

令
第

二

改
め
、
「

」
の
次
に
「

、
、

（1
3

）

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

ｌ
に

準
じ

て
記

載

（６）

（

36
ｂ

当
該

届
出

に
係

る
外

国
信

託
受

益
証

券
に

つ
い

て
発

行
者

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法
第

２
条

第
、

、

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
た

信
用

格
付

）

。
。

、

同
条

第
項

に
規

定
す

る
信

用
格

付
を

い
う

以
下

同
じ

又
は

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

（

3
4

）

。
。

、

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
な

お
こ

れ
ら

の
、

。
、

信
用

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て
記

載
す

る
こ

と
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界
に

関
す

る
当

該
信

用
格

付
の

対
象

と
な

る
事

項
の

区
分
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に
応

じ
た

説
明

（

）

（

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

信
託

受
益

証
券

の
申

込
期

間
中

に
金

融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る
内

閣
府

令
、

平
成

年
内

閣
府

令
第

号
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

外
国

信
託

受
益

証
19

5
2

）

3
1
3

券
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

届
出

に
係

る
外

国
信

託
受

益
証

券
に

つ
い

て
発

行
者

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

、
、

、

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

の
、

信
用

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

方
法

取
得

格
付

等
方

法
等

に
記

載
し

第
六
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

（１）

、

信
用

格
付

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

企
業

内
容

等
の

開
示

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

（1
3

）

、
、

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

ｃ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ｌ
に

準
じ

て
記

載

（４）

ｃ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

抵
当

証
券

に
つ

い
て

発
行

者
の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法
第

２
条

第
項

に

（

3
6

、
、

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
同

）

（

。
。

、
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条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
3
4

）

。
。

、

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

こ
れ

ら
の

信
用

、
。

、

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）
、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

抵
当

証
券

の
申

込
期

間
中
に

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

内
閣

府
令

平
成

（

）

（

、

年
内

閣
府

令
第

号
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

内
国

抵
当

証
券

に
関

し
1
9

52
）

3
1
3

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

届
出

に
係

る
内

国
抵

当
証

券
に

つ
い

て
発

行
者

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

、
、

、

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
、

格
付

が
な

い
場

合
に

は
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
、

。
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第
六
号
の
五
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（５）

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

有
価

証
券

投
資

事
業

権
利

等
に

つ
い

て
組

合
等

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

法（

、
、

第
２

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

業
者

を
い

う
以

下
同

じ
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

供
さ

れ
36

）

。
。

、

た
信

用
格

付
同

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ

（

3
4

）

。
。

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

、
、

。

こ
れ

ら
の

信
用

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界

に
関

す
る

当
該

信
用

格
付

の
対

象
と

な
る

事
項

の
区

分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

内
国

有
価

証
券

投
資

事
業

権
利

等
の

申
込

期
間

中
に

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

（

）

、

内
閣

府
令

平
成

年
内

閣
府

令
第

号
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

内
国

（

1
9

5
2

）

31
3

有
価

証
券

投
資

事
業

権
利

等
に

関
し

て
信

用
格

付
業

者
が

公
表

す
る

同
号

イ
か

ら
ル

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法
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当
該

届
出

に
係

る
内

国
有

価
証

券
投

資
事

業
権

利
等

に
つ

い
て

組
合

等
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
か

ら
、

、

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信
用

格
付

業
者

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
、

、

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
六
号
の
六
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（７）

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

有
価

証
券

投
資

事
業

権
利

等
に

つ
い

て
外

国
組

合
等

の
依

頼
に

よ
り

信
用

格
付

業
者

、
、

法
第

２
条

第
項

に
規

定
す

る
信

用
格

付
業

者
を

い
う

以
下

同
じ

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

（

3
6

）

。
。

、

さ
れ

た
信

用
格

付
同

条
第

項
に

規
定

す
る

信
用

格
付

を
い

う
以

下
同

じ
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供

（

3
4

）

。
。

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

る
予

定
の

信
用

格
付

が
あ

る
場

合
に

は
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
、

、
。

な
お

こ
れ

ら
の

信
用

格
付

が
複

数
存

在
す

る
場

合
に

は
す

べ
て

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

、
、

。

ａ
当

該
信

用
格

付
に

係
る

等
級

信
用

格
付

業
者

の
商

号
又

は
名

称
そ

の
他

当
該

信
用

格
付

を
特

定
す

る
た

（

）

、

め
の

事
項

並
び

に
当

該
信

用
格

付
の

前
提

及
び

限
界
に

関
す

る
当

該
信

用
格

付
の

対
象

と
な

る
事

項
の

区
分

に
応

じ
た

説
明

ｂ
当

該
届

出
に

係
る

外
国

有
価

証
券

投
資

事
業

権
利

等
の

申
込

期
間

中
に

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

（

）

、
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内
閣

府
令

平
成

年
内

閣
府

令
第

号
第

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
届

出
に

係
る

外
国

（

1
9

52

）

3
1
3

有
価

証
券

投
資

事
業

権
利

等
に

関
し

て
信

用
格

付
業
者

が
公

表
す

る
同

号
イ

か
ら

ル
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
方

法

当
該

届
出

に
係

る
外

国
有

価
証

券
投

資
事

業
権

利
等

に
つ

い
て

外
国

組
合

等
の

依
頼

に
よ

り
信

用
格

付
業

者
、

、

か
ら

提
供

さ
れ

若
し

く
は

閲
覧

に
供

さ
れ

た
信

用
格

付
又

は
信

用
格

付
業

者
か

ら
提

供
さ

れ
若

し
く

は
閲

覧
に

、
、

供
さ

れ
る

予
定

の
信

用
格

付
が

な
い

場
合

に
は

そ
の

旨
を
記

載
す

る
こ

と
、

。
「

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ラ
イ

ン
の

設
定

内
容

第
十
五
号
の
三
様
式
中

取
得

格
付

「

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

ラ
イ

ン
の

設
定

内
容

を
」

に
改
め
る
。

」

「
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準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

第
十
六
号
の
三
様
式
中

取
得

格
付

「

準
拠

法
及

び
管

轄
裁

判
所

を
」に

改
め
る
。

」

（
証
券
情
報
等
の
提
供
又
は
公
表
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

証
券
情
報
等
の
提
供
又
は
公
表
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）
令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
項
情
報
欄
２
及
び
令
第
二
条
の
十
二
の

三
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
項
情
報
欄
２
中
「 

格
付
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
格
付
に
係
る
格
付
機
関
の
名
称
（

格
付
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
項
情
報

欄
２
中
「 

格
付
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
格
付
に
係
る
格
付
機
関
の
名
称
（
格
付
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
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」
を
削
り
、
同
表
令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
項
情
報
欄
２
及
び
令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
五
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
項
情
報
欄
２
中
「 

格
付
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
格
付
に
係
る
格
付
機
関
の
名
称
（
格
付
が
付

さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
項
情
報
欄
２
中
「

 

格
付
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
格
付
に
係
る
格
付
機
関
の
名
称
（
格
付
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り

、
同
表
令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
項
情
報
欄
２
中
「 

格
付
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
格
付

に
係
る
格
付
機
関
の
名
称
（
格
付
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か

ら 

ま
で
と
し
、
同
表
令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
項
情
報
欄
２
中
「 

格
付
に
関
す
る
事
項

及
び
当
該
格
付
に
係
る
格
付
機
関
の
名
称
（
格
付
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、 

を 

と
し
、 

か
ら

 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
す
る
。

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
一
項
中
「
「
引
受
人
」
」
の
下
に
「
、
「
有
価
証
券
届
出
書
」
」
を
、
「
、
引
受
人
」
の
下
に
「
、
有
価
証
券
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届
出
書
」
を
加
え
る
。

第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り

、
同
号
ロ 

中
「
な
っ
た
日
を
い
う
。
ロ
」
を
「
な
っ
た
日
を
い
う
。
イ
」
に
、
「
株
券
が
発
行
さ
れ
る
日
を
い
う
。
ロ
」

を
「
有
価
証
券
が
発
行
さ
れ
る
日
を
い
う
。
イ
及
び
ハ 

」
に
、
「
日
（
ロ
」
を
「
日
（
イ
及
び
ハ
」
に
、
「
売
買
金
額
（

ロ
」
を
「
売
買
金
額
（
イ
」
に
、
「
年
（
ロ
」
を
「
年
（
イ
」
に
、
「
時
価
総
額
を
い
う
。
ロ
」
を
「
時
価
総
額
を
い
う
。

イ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

新
株
予
約
権
証
券
で
あ
っ
て
、
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
取
得
さ
れ
、
又
は
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
株

券
が
イ
に
該
当
す
る
も
の

第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ハ
中
「
株
券
で
」
を
「
株
券
等
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
社
債
券
を
い
う
。
）
で

」
に
改
め
、
「
発
行
価
格
」
の
下
に
「
（
新
株
予
約
権
証
券
に
あ
っ
て
は
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金

額
及
び
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
券
の
発
行
価
格
を
、
新
株
予
約
権
付
社
債
券

に
あ
っ
て
は
利
率
、
新
株
予
約
権
の
発
行
価
格
、
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
及
び
新
株
予
約
権
の

行
使
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
券
の
発
行
価
格
を
、
社
債
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
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に
あ
っ
て
は
利
率
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ハ 

中
「
株
券
」
を
「
株
券

等
」
に
、
「
以
下
ハ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
、
同
号
ハ 

中
「
以
下
ハ
」
を
「 

」
に
改
め
、
同
号
ハ 

中
「
者
を
含
む
。
以

下
ハ
」
を
「
者
を
含
む
。
ニ
」
に
改
め
、
同
号
ハ 

中
「
以
下
ハ
」
を
「 

」
に
改
め
、
同
号
ハ 

中
「
。
以
下
ハ
に

(ⅰ)

(ⅲ)

お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
取
得
さ
れ
、
又
は
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
株
券
が

イ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
社
債
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ

て
、
そ
の
発
行
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の

 

当
該
発
行
者
が
本
邦
に
お
い
て
そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
発
行
登
録
追
補
書
類
（

法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
交
付
さ
れ
た
社
債
券
（
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
六
月
以
上
継
続
し
て
上
場
さ
れ
て

い
た
も
の
又
は
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
よ
っ
て
六
月
以
上
継
続
的
に
売
買
の
価
格
若
し
く
は
気
配
相
場
の

価
格
が
公
表
さ
れ
て
い
た
も
の
に
限
る
。 

及
び 

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
算
定
基
準
日
以
前
一
年
間

の
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
売
買
高
の
総
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
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会
に
よ
っ
て
算
定
基
準
日
以
前
一
年
間
の
売
買
高
の
総
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

当
該
発
行
者
が
本
邦
に
お
い
て
そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
発
行
登
録
追
補
書
類
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
交
付
さ
れ
た
社
債
券
の
算
定
基
準
日
に
お
け
る
券
面
総
額
又
は
振
替
社
債

（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
振
替
社
債
を
い
う
。 

に
お
い
て
同
じ
。
）

の
総
額
が
二
百
五
十
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 

当
該
発
行
者
が
本
邦
に
お
い
て
発
行
日
以
前
五
年
間
に
そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は

発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
交
付
さ
れ
た
社
債
券
の
券
面
総
額
又
は
振
替
社
債

の
総
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条

削
除
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第
百
十
三
条
第
三
号
ロ
中
「
第
百
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
第
百
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
イ
中
「
第
百
二
十
二

条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
百
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「

第
百
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
十
三
号
６

記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(1)

（

）

記
載

上
の

注
意

１
本

表
は

当
期

末
現

在
で

残
存

す
る

証
券

借
入

れ
に

つ
い

て
各

発
行

ご
と

借
入

れ
ご

と
に

記
載

す
る

こ
と

.

、
、

、
、

。

（

記
載

し
き

れ
な

い
と

き
は

こ
の

様
式

の
例

に
よ

り
作

成
し

た
書

面
に

記
載

し
こ

の
書

面
の

次
に

添
付

す
る

こ
と

、
、

な
お

こ
の

場
合

に
は

様
式

の
記

載
内

容
に

加
え

て
各

証
券

各
借

入
れ

ご
と

の
当

初
調

達
額

及
び

期
末

残
高

の
、

、
、

、

）

小
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

。

２
発

行
・

借
入

れ
時

期
は

○
年

○
月

と
記

載
す

る
こ

と

.

「

」

、
。

３
う

ち
外

国
投

資
家

保
有

額
は

当
初

調
達

額
の

う
ち

非
居

住
者

所
得

税
法

第
二

条
第

一
項

第
五

号
に

規
定

す

.

「

（

」

、

る
非

居
住

者
を

い
う

又
は

外
国

法
人

同
項

第
七

号
に

規
定

す
る

外
国

法
人

を
い

う
か

ら
の

資
金

調
達

額
を

）

（

）

。
。
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記
載

す
る

こ
と

。

４
募

集
方

法
は

公
募

金
融

商
品

取
引

法
第

２
条

第
３
項

第
１

号
又

は
第

２
号

プ
ロ

私
募

同
号

イ
又

.

「

（

）

（

）

」

、
、

は
少

人
数

私
募

同
号

ロ
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と

（

）

。

５
格

付
の

内
容

は
格

付
を

取
得

し
て

い
る

場
合

当
期

末
現

在
の

格
付

及
び

当
該

格
付

を
行

っ
た

格
付

機
関

名

.

「

」

、
、

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
号
ロ
中
「
で
あ
っ
て
、
指
定
格
付
機
関
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年

大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
一
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
指
定
格
付
機
関
を
い
う
。
ロ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
金

融
庁
長
官
が
指
定
格
付
機
関
ご
と
に
指
定
し
た
格
付
が
付
与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
又
は
当
該
格
付
が
付

(1)

(4)

与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
に
安
全
に
運
用
で
き
る
も
の
」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
ヘ
及
び
ト

(1)

(4)

」
を
「
ホ
」
に
、
「
適
格
有
価
証
券
等
」
を
「
有
価
証
券
等
」
に
、
「
債
券
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
債
券
を
い
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う
」
に
、
「
ホ
及
び
ト
」
を
「
ホ
」
に
、
「
以
外
の
有
価
証
券
等
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
指
定
格
付
機
関
か
ら
金
融
庁
長
官

が
指
定
格
付
機
関
ご
と
に
指
定
し
た
格
付
が
付
与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
又
は
当
該
格
付
が
付
与
さ
れ
た

(1)

(4)

イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
に
安
全
に
運
用
で
き
る
も
の
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
を
除
く
」

(1)

(4)

に
改
め
、
同
号
中
ホ
及
び
ヘ
を
削
り
、
ト
を
ホ
と
す
る
。

別
紙
様
式
第
二
十
号
中
「

（

）

」
を
「

」
に
改
め
る
。

○
○

財
務

支
局

長
金

融
庁

長
官

（
投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
で
あ
っ
て
、
取
得
時
に
お
い
て
二
以
上
の
指
定
格
付
機
関
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に

関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
一
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
指
定
格
付
機
関
を
い
う
。
ロ

及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
金
融
庁
長
官
が
指
定
格
付
機
関
ご
と
に
指
定
し
た
格
付
が
付
与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で

(1)

(4)

に
掲
げ
る
も
の
又
は
当
該
格
付
が
付
与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
に
安
全
に
運
用
で
き
る
も
の

(1)

(4)

」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
適
格
有
価
証
券
等
（
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
以
外
の
有
価
証
券
等
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
指
定
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格
付
機
関
か
ら
金
融
庁
長
官
が
指
定
格
付
機
関
ご
と
に
指
定
し
た
格
付
が
付
与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
又

(1)

(4)

は
当
該
格
付
が
付
与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
に
安
全
に
運
用
で
き
る
も
の
を
い
う
。
ホ
及
び

(1)

(4)

ヘ
」
を
「
有
価
証
券
等
（
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
を
除
く
。
ホ
」
に
改
め
、
同
号
ニ

中
「
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
」
を
削

(2)

り
、
同
号
ニ

中
「
及
び
チ
」
を
削
り
、
同
号
ニ

中
「
（
ヘ
に
お
い
て
「
特
定
指
定
金
銭
信
託
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り

(3)

(4)

、
同
号
ホ
中
「
適
格
有
価
証
券
等
」
を
「
有
価
証
券
等
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
及
び
ト
を
削
り
、
同
号
チ
中
「
法
人
等
」
を
「

法
人
そ
の
他
の
団
体
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
場
合
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
投

資
信
託
財
産
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成

二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）
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第
二
号
様
式
（
新
開
示
府
令
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
二
号
の
二
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
二
号
の
二
様
式
、
第
二
号
の
三
様
式
、
第
二
号
の
四
様
式
、
第
二
号
の
五
様
式
、
第
二
号
の
六
様
式
、

第
七
号
様
式
（
新
開
示
府
令
第
九
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
号
の

二
様
式
、
第
七
号
の
三
様
式
、
第
七
号
の
四
様
式
、
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
、
第
十
二
号
様
式
（
新
開
示
府
令
第
十
一
号

様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
号
の
四
様
式
及
び
第
十
五
号
様
式
（
新

開
示
府
令
第
十
四
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一

日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る

有
価
証
券
届
出
書
の
う
ち
同
法
第
五
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
附
則
第
四
条
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
発
行
登
録
書
（
同
法
第
二
十
三
条
の

三
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
発
行
登
録
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
発
行
登
録
追
補
書
類
（
同
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
届
出
書
、

発
行
登
録
書
及
び
発
行
登
録
追
補
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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第
三
条

適
用
日
前
に
提
出
し
た
発
行
登
録
書
（
当
該
発
行
登
録
書
の
訂
正
発
行
登
録
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
三
条
の

四
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
訂
正
発
行
登
録
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

含
む
。
）
に
係
る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
適
用
日
以
後
に
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
を
新
開
示

府
令
第
十
二
号
様
式
、
第
十
二
号
の
二
様
式
及
び
第
十
五
号
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
と
き
は
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「

当
該

事
項

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

当
該

事
項

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

な
お

」
と
あ
る
の
は
「

。
、

こ
の

場
合

で
あ

っ
て

も
信

用
格

付
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
企
業

内
容

等
の

開
示

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
二

号
様

式
記

、
、

（1
3

）

」
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

載
上

の
注

意
の

ｌ
に

準
じ

た
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

は
で

き
な

い

（
外
国
債

改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部

等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
外
債
府

第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
債

令
」
と
い
う
。
）
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
二
号
の
二
様
式
、
第
二
号
の
三
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
九
号
様
式
（

新
外
債
府
令
第
六
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
号
様
式
は
、
適
用

日
以
後
に
提
出
す
る
通
知
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
四
条
第
六
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
通
知
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
有
価
証
券
届
出
書
、
有
価
証
券
報
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告
書
及
び
発
行
登
録
追
補
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
提
出
さ
れ
る
通
知
書
、
有
価
証
券
届
出
書
、
有
価
証
券
報
告

書
及
び
発
行
登
録
追
補
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条

適
用
日
前
に
提
出
し
た
発
行
登
録
書
（
当
該
発
行
登
録
書
の
訂
正
発
行
登
録
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
三
条
の

四
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
訂
正
発
行
登
録
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

含
む
。
）
に
係
る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
適
用
日
以
後
に
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
を
新
外
債

当
該

事
項

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

府
令
第
九
号
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
と
き
は
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「

当
該

事
項

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

な
お

こ
の

場
合

で
あ

っ
て

も
信

用
格

付
に

関
す

る

」
を
あ
る
の
は
「

。
、

、

事
項

に
つ

い
て

企
業

内
容

等
の

開
示

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

ｌ
に

準
じ

た
記

載
を

省

（1
3

）

、

」
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

略
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

（

）

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
特
定
有
価
証

第
六
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

券
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
号
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
二
号
の
二
様
式
、
第
二
号
の
四
様
式
、
第
二
号

の
五
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
三
号
の
二
様
式
、
第
三
号
の
三
様
式
及
び
第
三
号
の
四
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
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と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
一
号
の
二
様
式
、
第
一
号
の
三
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
二
十
三
号

様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
号
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第

二
十
四
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
号
様
式
、
第
四
号
の
二
様
式
、

第
四
号
の
三
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
二
十
一
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
四
号
の
三
の
二
様
式
、
第
四
号
の
三
の
三
様
式
、
第
四
号
の
四
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
二

十
二
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
号
の
四
の
二
様
式
、
第
五
号
様
式

、
第
五
号
の
二
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
二
号
の
二
様
式
、
第
五
号
の
二
の
二
様
式
、
第
五
号
の
二
の
三
様
式

、
第
五
号
の
三
様
式
及
び
第
二
十
一
号
の
二
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

五
号
の
四
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
五
号
の
五
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
二
号
の
五
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
号
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
三
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
号
の
二
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
三
号
の
二
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記

載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
号
の
三
様
式
（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
三
号
の
三
様
式
及
び
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第
六
号
の
四
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
号
の
五
様
式
（
新
特
定
有
価

証
券
開
示
府
令
第
三
号
の
五
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
号
の
六
様
式

（
新
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
三
号
の
六
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

十
五
号
の
三
様
式
及
び
第
十
六
号
の
三
様
式
は
、
適
用
日
以
後
に
提
出
す
る
通
知
書
、
有
価
証
券
届
出
書
及
び
発
行
登
録
書

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
提
出
さ
れ
る
通
知
書
、
有
価
証
券
届
出
書
及
び
発
行
登
録
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の

例
に
よ
る
。

第
七
条

適
用
日
前
に
提
出
し
た
発
行
登
録
書
（
当
該
発
行
登
録
書
の
訂
正
発
行
登
録
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
三
条
の

四
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
訂
正
発
行
登
録
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

含
む
。
）
に
係
る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
適
用
日
以
後
に
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
を
新
特
定

有
価
証
券
開
示
府
令
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
二
号
の
二
様
式
ま
で
の
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
と
き
は
、
同
様
式
記
載

当
該

事
項

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

当
該

事
項

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

上
の
注
意
中
「

」
を
あ
る
の
は
「

き
る

な
お

こ
の

場
合

で
あ

っ
て

も
信

用
格

付
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
企

業
内

容
等

の
開

示
に

関
す

る
内

閣
府

令
。

、
、

、

（13

）

」
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
の

ｌ
に

準
じ

た
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
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（
証
券
情
報
等
の
提
供
又
は
公
表
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
券
情
報
等
の
提
供
又
は
公
表
に
関
す
る
内
閣
府
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一

日
以
後
に
提
供
又
は
公
表
す
る
外
国
証
券
情
報
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
の
二
に
規
定
す
る
外
国
証
券
情

報
と
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
提
供
又
は
公
表
す
る
外
国
証
券
情
報
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


